
4月1日から市の組織が一部変わりました
問合先　政策推進課　

■国際交流課を設置
　国際都市宣言（平成29年3月2日）に基づき、受け入れ体制の整備や友好都市交流など市民レベルでの交流
活動および国際理解の推進を図るため、国際交流課を設置します。

■危機管理室を設置
　防災や防犯などの危機管理一元化と資源の最適化、意思決定の迅速化と機動力の確保を図るため、危機管理
室を設置し、地域防災課と住民生活課を設置します。新設する住民生活課では、防犯に関する業務と消費者行
政業務を所管、併せて、外国人を含む住民の地域生活における相談窓口の一元化を図ります。

【現行】 【改正後】
市民協働部 自治振興課

人権推進課

危機管理課
市民協働部 自治振興課

国際交流課

人権推進課

■デジタル戦略課を設置
　デジタル化の速やかな推進を図るため、デジタル戦略課を設置します。併せて、政策の立案・評価に必要な
統計データや業務データの利活用を図るため、統計業務も担います。

■文化財課を設置
　歴史的・文化的資産の保存・継承とシティプロモーションや地域自治、観光、産業など、様々な行政分野と
総合的・一体的に取り組む体制をより一層強化し、本市の活性化を相乗的に推進するため、文化財保護課とそ
の所管する施設を教育委員会から市長部局へ移管します。

【現行】 【改正後】

【現行】 【改正後】

総務部 総務課

人事課

契約検査課

税務課

【現行】 【改正後】

生活産業部

消費生活センター

まちの活性課

危機管理室 地域防災課

消費生活センター

住民生活課

※危機管理課から名称変更

市民課

総務部 総務課

人事課

契約検査課

税務課

市民課

デジタル戦略課

生活産業部 農林水産課

環境衛生課

まちの活性課

教育部

文化財保護課

生活産業部 農林水産課

環境衛生課

まちの活性課

文化財課
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